
一般作業料金 職種や技術、就業場所、作業条件により料金を

決定しています。

１日あたり１名　７，７３５円～

・上記金額の１０％を事務費として別途いただきます。

・機械や車などを利用した場合は追加料金が必要になります。

・材料が必要なものは材料費をいただきます。

※会員は原則６０歳以上の方です。安全就業を徹底するため、

危険な仕事や有害な仕事はお請けできません。

刃物研ぎ料金

(事務費込)
一丁あたり

包丁　　３００円～

ハサミ　５００円～

鎌　　　５００円～

※その他の刃物及び、刃こぼれ、サビなど手間を要するもの

は、別途料金となります。

目安となる価格(令和７年４月１日より)


